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4 月検針分から水道料金を値下げし
ます。
市の水道水の供給源の一つである
京都府営水道の価格が引き下げられ
たことなどにより、今回の値下げを
行います。
また、これまで、水道料金と下水道
使用料の料金表の消費税は内税表示
でしたが、今回の料金改訂に合わせ、
外税表示に変更します。

料金の計算例は、下図をご覧くだ
さい。
なお、新しい料金表は、戸建住宅
には「ご使用水量のお知らせ」とと
もに投函し、受水槽方式の集合住宅
の所有者には郵送します。市ホーム
ページでもお知らせしますので、ご
覧ください。
【問合せ先】
水道部経営管理室（☎ 62-0414）

平
成
２３
年
度
の
国
民
年
金

保
険
料
の
学
生
納
付
特
例
申

請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

学
生
納
付
特
例
は
、
学
生

本
人
の
前
年
所
得
が
一
定
の

基
準
以
下
の
場
合
、
申
請
し

て
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
の

納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で

す
。
早
め
に
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

対
象
＝
大
学
（
大
学
院
）・

短
期
大
学
・
高
等
学
校
・
高

等
専
門
学
校
・
専
修
学
校
・

各
種
学
校
（
学
校
教
育
法
に

規
定
さ
れ
る
学
校
で
、
修
業

年
限
が
１
年
以
上
の
課
程
）・

文
部
科
学
大
臣
が
指
定
し
た

課
程
の
海
外
大
学
（
日
本
分

校
）
な
ど
に
在
学
す
る
２０
歳

以
上
の
人

申
請
に
必
要
な
も
の
＝
▼

学
生
証
（
コ
ピ
ー
可
）
ま
た

は
在
学
証
明
書
▼
年
金
手
帳

▼
印
鑑
（
自
筆
の
場
合
は
不

要
）
▼
平
成
２２
年
中
に
所
得

が
あ
り
、
同
２３
年
１
月
２
日

以
降
に
転
入
し
た
人
は
、
市

区
町
村
が
発
行
す
る
同
２３
年

度
所
得
課
税
証
明
書
ま
た
は

非
課
税
証
明
書
▼
会
社
な
ど

を
退
職
し
て
学
生
と
な
っ
た

人
は
、
雇
用
保
険
被
保
険
者

離
職
票
・
雇
用
保
険
受
給
資

格
者
証
。
い
ず
れ
も
コ
ピ
ー

可
承
認
期
間
＝
申
請
の
あ
っ

た
日
の
属
す
る
年
度

年
度
途
中
に
申
請
し
て
も
、

そ
の
年
度
の
４
月
ま
で
さ
か

の
ぼ
っ
て
承
認
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
が
、
事
故
や

病
気
で
障
が
い
が
残
っ
た
場

合
、
障
害
基
礎
年
金
を
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
申
請
は
毎
年
度
必

要
で
す
。
前
年
度
承
認
さ
れ
、

今
年
度
も
引
き
続
き
学
生
の

場
合
で
も
申
請
が
必
要
で
す
。

前
年
度
承
認
さ
れ
た
人
に
は
、

日
本
年
金
機
構
か
ら
ハ
ガ
キ

の
申
請
用
紙
が
郵
送
さ
れ
ま

す
。
申
請
書
が
届
か
な
い
人

は
、
市
役
所
で
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

く
わ
し
く
は
、ね
ん
き
ん
ダ

イ
ヤ
ル
（
☎
０
５
７
０
・
０５
・

１
１
６
５
、
Ｉ
Ｐ
電
話
は
☎

０３
・
６
７
０
０
・
１
１
６
５
）・

京
都
南
年
金
事
務
所
（
☎

０
７
５
・
６
４
３
・
２
５
４
７
）

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
請
・
問
合
せ
先
＝
市
民

年
金
課
（
☎
６４
・
１
３
３
３
）

配偶者間の暴力を「夫婦の問題だから」「子ど
ものために」と我慢していませんか。自分が暴力
を受けていると分かっていても、逃げ出すことを
踏みとどまりがちです。その理由は、①経済的問
題（収入や就労経験がない・高齢で働けないなど）
②子どもの問題（安全や就学への影響・母子家庭
になることの不安）③失うもの（仕事・住居・地
域社会での人間関係）などが挙げられます。
これらの問題は、一人で解決できるものではあ
りません。我慢しないで相談してください。配偶
者間の暴力から緊急に避難する必要が生じた場合
は、警察署・京都府と連携し、身の安全を最優先
に避難することを支援します。
まずは、女性の相談室（☎ 65-3727）へ電話し
てください。
【問合せ先】
女性交流支援ルーム（☎ 65-3709）

市
は
、
病
気
の
予
防
・

早
期
発
見
・
早
期
治
療
の

た
め
、
京
田
辺
市
国
民
健

康
保
険
（
市
国
保
）
被
保

険
者
と
京
田
辺
市
後
期
高

齢
者
医
療
被
保
険
者
を
対

象
に
「
外
来
（
半
日
）
人

間
ド
ッ
ク
」「
脳
ド
ッ
ク
」

「
併
用
ド
ッ
ク（
人
間
ド
ッ

ク
と
脳
ド
ッ
ク
の
併
用
受

診
）」
の
受
診
費
用
を
助

成
し
ま
す
。

【
対
象
】

▼
市
国
保
＝
次
の
す
べ

て
に
該
当
す
る
人

①
５
月
６
日
現
在
、
引

き
続
き
１
年
以
上
継
続
し

て
市
国
保
に
加
入
し
て
い

る
②
５
月
６
日
現
在
、
３０

歳
以
上
７５
歳
未
満
（
昭
和

１１
年
５
月
７
日
以
降
生
ま

れ
）
③
入
院
・
妊
娠
し
て

い
な
い
④
国
保
税
を
滞
納

し
て
い
な
い
世
帯

▼
後
期
高
齢
者
医
療
＝

次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る

人
①
５
月
６
日
現
在
、
市

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険

者
で
あ
る
②
入
院
し
て
い

な
い
③
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
を
滞
納
し
て
い
な

い
【
健
診
機
関
・
内
容
】

左
表
の
と
お
り

【
申
込
方
法
】

申
込
ハ
ガ
キ
を
郵
送
す

る
か
国
保
医
療
課
（
正
午

～
午
後
１
時
、
土
・
日
曜

日
と
祝
日
を
除
く
）
で
申

し
込
ん
で
く
だ
さ
い

【
し
め
き
り
】

５
月
６
日
㈮
（
当
日
消

印
有
効
）

【
申
請
・
問
合
せ
先
】

国
保
医
療
課
▼
国
保

に
関
す
る
こ
と
…
☎
６４
・

１
３
３
２
▼
後
期
高
齢
者

医
療
に
関
す
る
こ
と
…
☎

６４
・
１
３
７
４

年金

【
お
詫
び
】

３
月
１
日
号
２
面
に
掲

載
し
ま
し
た
「
老
齢
基
礎

年
金　

カ
ラ
期
間
の
申
し

出
を　

資
格
期
間
に
含
ま

れ
ま
す
」
で
、「
公
的
年

金
制
度
の
資
格
期
間
を
満

た
し
た
人
（
２５
年
以
上
保

険
料
を
納
め
た
人
）に
は
、

６５
歳
か
ら
老
齢
基
礎
年
金

と
し
て
月
額
約
６
万
６
千

円
が
支
給
さ
れ
ま
す
。」

と
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
。

月
額
約
６
万
６
千
円
が

支
給
さ
れ
る
人
と
は
、
２０

～
６０
歳
ま
で
全
額
保
険
料

を
納
め
た
人
で
す
。
そ
れ

以
外
の
受
給
資
格
を
満
た

し
た
人
に
は
、
保
険
料
を

納
め
た
月
数
な
ど
に
応
じ

た
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

誤
解
を
招
く
表
現
が
あ

り
ま
し
た
こ
と
を
お
詫
び

し
ま
す
。

市
は
、
昨
年
度
に
引
き
続
き
、

市
内
の
施
工
業
者
に
自
宅
や
店

舗
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事

を
発
注
し
た
場
合
、
工
事
費
用

の
２
分
の
１
（
千
円
未
満
切
り

捨
て
）
を
助
成
し
ま
す
。

【
対
象
者
】

▼
住
宅
＝
次
の
①
②
に
該
当

し
、
市
税
の
滞
納
が
な
い
人
①

本
市
に
住
民
登
録
ま
た
は
外
国

人
登
録
し
、
市
内
に
居
住
し
て

い
る
②
申
請
者
お
よ
び
同
居
者

に
、
介
護
認
定
（
支
援
）
を
受

け
て
い
る
人
や
、
高
齢
者
・
障

害
者
住
宅
改
修
の
対
象
者
（
過

去
に
交
付
を
受
け
た
人
を
含

む
）
が
い
な
い

▼
店
舗
＝
市
内
に
自
ら
が
営

む
店
舗
を
構
え
る
中
小
企
業
者

で
、
市
税
の
滞
納
が
な
い
人

【
対
象
施
設
】

▼
住
宅
＝
自
己
の
居
住
用
住

宅
。
共
同
住
宅
の
場
合
は
、
専

有
部
分
の
み

▼
店
舗
＝

自
己
の
営
業

用
店
舗
。
小

売
店
、
飲
食

店
、
診
療
所
、

接
骨
院
、
理
・

美
容
室
な
ど

市
民
が
日
常
的
に
利
用
す
る
店

舗
。
事
務
所
・
工
場
・
風
営
法

第
２
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除

く
住
宅
・
店
舗
を
賃
借
し
て
い

る
場
合
も
対
象
で
す
が
、
建

物
所
有
者
の
承
諾
書
が
必
要
で

す
。【

対
象
工
事
】

移
動
の
円
滑
化
の
た
め
に
行

う
段
差
解
消
・
手
す
り
の
設

置
な
ど
の
費
用
が
５
万
円
以
上

（
税
別
）
で
、
交
付
決
定
後
に

着
工
し
、
平
成
２４
年
３
月
３１
日

㈯
ま
で
に
完
了
す
る
も
の
。
ほ

か
の
助
成
な
ど
を
受
け
て
い
る

場
合
を
除
く

【
上
限
額
】

▼
住
宅
＝
１０
万
円

▼
店
舗
＝
２０
万
円

【
申
込
方
法
】

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
産

業
振
興
課
に
あ
る
申
請
書
に
必

要
書
類
を
添
え
、
持
参
し
て
く

だ
さ
い

【
し
め
き
り
】

１２
月
２８
日
㈬

【
申
込
・
問
合
せ
先
】

産
業
振
興
課
（
☎
６４
・

１
３
６
４
）

市
と
京
都
府
は
、不
妊
治
療
を
受
け
る

夫
婦
の
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、

治
療
費
の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

４
月
１
日
以
降
の
診
療
分
か
ら
、

３
万
円
で
あ
っ
た
限
度
額
を
引
き
上
げ
、

人
工
授
精
を
助
成
対
象
に
追
加
し
ま
す
。

【
対
象
】

府
内
に
１
年
以
上
在
住
し
、
市
内
に

住
民
登
録
し
て
い
る
間
に
不
妊
治
療
や

人
工
授
精
を
受
け
る
夫
婦

各
種
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

【
助
成
額
】

▼
保
険
適
用
の
み
…
自
己
負
担
額
の

２
分
の
１
。
上
限
６
万
円

▼
人
工
授
精
の
み
・
人
工
授
精
お
よ

び
保
険
適
用
（
全
体
の
総
額
）
…
自
己

負
担
額
の
２
分
の
１
。
上
限
１０
万
円

【
申
請
期
限
】

診
療
日
か
ら
１
年
以
内

【
申
請
・
問
合
せ
先
】

こ
ど
も
福
祉
課
（
☎
６４
・
１
３
７
７
）

市は、第 2期京田辺市
地域福祉計画策定委員会
の委員を募集します。同
委員会では、地域福祉計
画を見直し、計画の修正
などを行います。
対象＝市内に在住・通
勤・通学する 18 歳以上
の人で、年 2・3 回程度
の委員会（平日）に参加
できる人
任期＝6月上旬から1年
報酬＝あり
募集人数＝ 2人程度
応募方法＝住所・氏名・
年齢・性別・電話番号・

職業・作文（応募の理由
と福祉に対するあなたの
考え方。800字程度）を書
いて、持参・郵送・電子
メール（添付ファイルは
使用しないでください）
で応募してください
結果は、応募者全員に
書面でお知らせします。
しめきり＝ 4月 28日
㈭（必着）
応募・問合せ先＝社会
福祉課（〒 610-0393〈住
所不要〉、☎ 64-1371、
メ ー ル ア ド レ ス
fukushi@kyotanabe.jp）

市は、京田辺市男女共
同参画審議会の委員を募
集します。同審議会では、
男女共同参画計画に基づ
く施策の進捗状況などに
ついて話し合います。
対象＝市内に在住・通
勤・通学し、6月 1 日現
在 20 歳以上の人
任期＝6月1日から1年
報酬＝あり
募集人数＝ 2人程度
応募方法＝住所（市
外に在住する人は、勤務
先名または学校名と所在
地）・氏名・生年月日・性
別・電話番号・応募動機

（400 字程度）・男女共同
参画に関する活動など審
議会で活用できると思わ
れる経歴などを書いて、
持参・郵送・℻・電子メー
ルで応募してください
結果は、応募者全員に
書面でお知らせします。
しめきり＝ 4 月 28 日
㈭（必着）
応募・問合せ先＝市民
参画課（〒 610-0393〈住
所不要〉、☎ 64-1314、℻
64-1305、メールアドレ
ス sankaku@kyotanabe.
jp）

よ
く
あ
る
質
問
を
Ｑ
＆
Ａ
で

紹
介
し
ま
す
。

Ｑ　

平
成
２２
年
度
中
に
受
け

　

た
保
険
適
用
分
の
治
療
を

　

同
２３
年
４
月
１
日
以
降
に

　

申
請
し
た
場
合
の
助
成
額

　

は
Ａ　

２２
年
度
は
助
成
額
の
上

　

限
が
３
万
円
で
す
の
で
、

　

３
万
円
ま
で
支
給
し
ま
す

Ｑ　

平
成
２２
年
度
に
受
け
た

　

人
工
授
精
を
同
２３
年
４
月

　

１
日
以
降
に
申
請
し
た
場

　

合
、
助
成
金
の
対
象
に
な

　

り
ま
す
か

Ａ　

対
象
に
な
り
ま
せ
ん

小学校は4月から、中学校は平
成24年度から新しい学習指導要
領に基づく学習が始まります。
今年度の 1学期始業日と夏休
み期間は次のとおりです。
【小学校】
始業日＝ 4月 6日㈬
夏休み期間＝ 7月 21 日㈭～
8月 29 日㈪
【中学校】
始業日＝ 4月 7日㈭
夏休み期間＝ 7月 21 日㈭～
8 月 30 日㈫（始業日が 1 日遅
くなることに伴い、夏休み終了
日が 1日早くなります）
なお、平成 24 年度は、小学
校は同 23 年度と同じですが、
中学校は決定され次第お知らせ
します。
【問合せ先】
学校教育課（☎ 64-1392）


